
平成23年(2011年)3月31日

号 外 第 5 号
平 成 2 3 年 3 月 3 1 日
木 曜 日

目 次

規則
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部を改正する規則(資源循環推進課)

○ 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則の一部を改正する規則
(産業拠点整備課)

○ 埼玉県訓練手当支給規則の一部を改正する規則(産業人材育成課)

○ 埼玉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(建築安全課)

訓令
○ 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令(人事課)

○ 教育局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令(教委・総務課)

管理規程
○ 埼玉県企業職員就業規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(公営企業・総務課)

○ 埼玉県病院局職員就業規程の一部を改正する規程(経営管理課)

○ 埼玉県下水道局職員就業規程の一部を改正する規程(下水道管理課)

告示
○ 平成22年国勢調査における合併市町村の人口を当該市町村の埼玉県議会議員の選挙区に属する区域の人口

にあん分して得た人口(市町村課)

○ 埼玉県税条例の規定による申告等の延長(税務課)

○ 埼玉県病院事業に係る料金のうち病院事業管理者が定める額(経営管理課)

○ 埼玉県教科用図書採択地区の設定(義務教育指導課)

               電子県報システム 号外

2011/03/31file://\\10.1.1.21\d$\Ekoho\A01\BA00\houbun\e-koho\Kohobunsyo\gougai\20110331.html



規 
 

則 

 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
の
結
果
通
知
） 

第
二
条
の
二 

知
事
は
、
法
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
し
た
と
き
は
、
当

該
検
査
の
結
果
を
様
式
第
二
号
の
二
の
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査
結
果
通
知
書
に
よ

り
当
該
検
査
の
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
第
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」

の
下
に
「
又
は
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
認
定
証
） 

第
三
条
の
二 

知
事
は
、
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
三
号
の
二
の
熱
回
収
一
般
廃
棄
物
処

理
施
設
設
置
者
認
定
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
中
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
第
十
二
条
の
七
の
七
第
五
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
」
に
改
め
、
「
第

九
条
第
五
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
六
項
」
を
「
第
十
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項

中
「
第
十
五
条
の
二
の
四
」
を
「
第
十
五
条
の
二
の
五
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四
の
二 

省
令
第
四
条
の
四
の
二
の
申
請
書 

様
式
第
二
十
五
号
の
二 

 

第
十
六
条
第
十
号
中
「
第
十
条
の
十
の
二
」
を
「
第
十
条
の
十
の
三
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に

次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 

十
の
二 

省
令
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
申
請
書 

様
式
第
三
十
一
号
の
二 

 

十
の
三 

省
令
第
五
条
の
五
の
十
第
一
項
の
届
出
書 

様
式
第
三
十
一
号
の
三 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
二
号



 

十
の
四 

省
令
第
五
条
の
五
の
十
一
の
報
告
書 

様
式
第
三
十
一
号
の
四 

 
第
十
六
条
第
十
五
号
中
「
第
十
二
条
の
七
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
十
二
条
の
七
の
七
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
四

項
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
軽
微
変
更
等
届
出
書
の
項
中
「
第
十
五
条
の
二
の
五
第
三
項
」
を

「
第
十
五
条
の
二
の
六
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様
式
第
２
号
の
２
（
第
２
条
の
２
関
係
）
 

 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査
結
果
通
知
書
 

第
 
 
 
 
 
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 

埼
玉
県
 
 
環
境
管
理
事
務
所
長
 
□ 印
 
 

 

 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
の
定
期
検
査
の
結
果
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。
 

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
第
 
 
号
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

設
置

場
所
 

 
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

種
類

 
  
 

定
期

検
査

の
結

果
 

 

次
回

の
検

査
期

限
 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

※
事
務
処
理
欄
 

  



 

様
式
第
三
号
中
「
第
９
条
の
３
第
１
０
項
」
を
「
第
９
条
の
３
第
１
１
項
」
に
改
め
、
「
含
む 

 

の
次
に
「
又
は
第
９
条
の
２
の
３
第
２
項
」
を
加
え
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

「
又

は
第

９
条

の
２

の
３

第
２

項
」

「
第

９
条

の
３

第
１

０
項

」
「

第
９

条
の

３
第

１
１

項
」

「
含

む
。）」



様
式
第
３
号
の
２
（
第
３
条
の
２
関
係
）
 

 

熱
回
収
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
認
定
証
 

第
 
 
 
 
 
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 

埼
玉
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 印
 
 

 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
９
条
の
２
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物

の
熱
回
収
施
設
の
設
置
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。
 

認
定

の
年

月
日

 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

認
定

の
有

効
期

限
 

 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

認
定

番
号
 

 
 
第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

熱
回

収
施

設
の

設
置

の
場

所
 
 

熱
回

収
の

方
法

 
 
 

 

熱
回

収
に

必
要

な
設

備
 
  
 

熱
回

収
率

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

 

備
考

 
１

 
毎

年
６

月
３

０
日

ま
で

に
、

前
年

度
の

熱
回

収
に

関
す

る
報

告
書

を
埼

玉
県

知
事

に
提

出
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
２

 
熱

回
収

を
行

わ
な

く
な

っ
た

と
き

、
当

該
熱

回
収

施
設

を
廃

止
し

、
若

し
く

は
休

止

し
、
若
し
く
は
休
止
し
た
当
該
施
設
を
再
開
し
た
と
き
、
又
は
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
変

更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
埼
玉
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
。
 



 

様
式
第
十
一
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、
「
第
１
２
条
の
７
の
７
第
５
項
」
を
「
第
１ 

 

様
式
第
二
十
五
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
二
十
二
号
（
第
一
面
）
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
（
第
三
面
）
中 

 
様
式
第
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め

る
。 

 

様
式
第
五
号
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「
第
１
５
条
の
２

の
４
」
を
「
第
１
５
条
の
２
の
５
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
二
号
中
「
第
１
５
条
の
２
の
５
第
３
項
」
を
「
第
１
５
条
の
２
の
６
第
３
項
」
に
改

め
、
「
第
９
条
第
５
項
」
の
次
に
「
又
は
第
１
５
条
の
３
の
２
第
２
項
」
を
加
え
る
。 

２
条
の
７
の
１
７
第
５
項
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「
第
１
５
条
の
２
の
４
」
を
「
第
１

５
条
の
２
の
５
」
に
改
め
る
。 

「
同
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る 
を
削
り
、
同
様
式
（
第
四
面
）
の
備
考
５
及
び
６ 

「
同

法
第

７
条

第
５

項
第

４
号

リ
に

規
定

す
る

」

中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

２
条

の
７

の
１

７
第

５
項

」

の
４

」

５
条

の
２

の
５

」

「
す

べ
て

」

「
第

９
条

第
５

項
」

「
第

１
５

条
の

２
の

５
」

「
全

て
」

「
第

１
５

条
の

２
の

５
第

２
項

」

「
同

条
第

８
項

」

「
あ

て
先

」

「
第

１
５

条
の

２
の

５
第

３
項

」

「
あ

て
先

」

「
又

は
第

１
５

条
の

３
の

２
第

２
項

」

「
あ

て
先

」

「
宛

先
」

「
宛

先
」

「
同

条
第

９
項

」

「
宛

先
」

「
第

１
２

条
の

７
の

７
第

５
項

」

「
第

１
５

条
の

２
の

６
第

２
項

」

「
第

１
５

条
の

２
の

６
第

３
項

」

「
第

１
５

条
の

２
の

４
」

「
第

１
５

条
の

２

「
第

１

「
第

１



様
式
第
２
５
号
の
２
（
第
１
６
条
関
係
）
 

 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
（
宛
先
）
 

 
 
埼
玉
県
 
 
環
境
管
理
事
務
所
長
 

住
 
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 印
 
 

電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る

事
務

所
の

所
在

地
及

び
代

表
者

の
氏

名 ）
  

  
 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
廃
棄
物

処
理
施
設
の
定
期
検
査
を
受
け
た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号

 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
第
 
 
 
号
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

設
置

場
所
 

 
 

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設
の

種
類

 
  
 

※
事
務
処
理
欄
 

 
備
考
 
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 



 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
１
及
び
２
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
二
十
七
号
（
第
一
面
）
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
二
面
）
中

 
 

 
 

 
 

 

 

様
式
第
二
十
八
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

 

様
式
第
二
十
九
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
第
９
条
の
３
第
１
０
項
」
を
「
第
９
条 

 

様
式
第
三
十
一
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
第
１
５
条
の
２
の
５
第
３
項
」
を
「
第

１
５
条
の
２
の
６
第
３
項
」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
三
十
号
（
表
面
）
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
第
９
条
の
３
第
１
０
項
」
を
「
第 

１
５

条
の

２
の

６
第

３
項

」

「
同
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
様
式
（
第
三
面
）
の
備
考
４
及
び 

「
同

法
第

７
条

第
５

項
第

４
号

リ
に

規
定

す
る

」
９
条
の
３
第
１
１
項
」
に
改
め
、
「
含
む
。
）
」
の
次
に
「
又
は
第
９
条
の
２
の
３
第
２
項
」
を 

６
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

の
３
第
１
１
項
」
に
改
め
る
。 

加
え
る
。 

９
条

の
３

第
１

１
項

」

の
３

第
１

１
項

」

の
３

第
１

１
項

」

「
す

べ
て

」
「

全
て

」

「
あ

て
先

」

「
あ

て
先

」

「
あ

て
先

」

「
あ

て
先

」

「
含

む
。

）
」

「
あ

て
先

」

「
宛

先
」

「
宛

先
」

「
宛

先
」

「
宛

先
」

「
宛

先
」

「
第

９
条

の
３

第
１

０
項

」

「
第

９
条

の
３

第
１

０
項

」

「
第

１
５

条
の

２
の

５
第

３
項

」

「
又

は
第

９
条

の
２

の
３

第
２

項
」

「
す

べ
て

」

「
第

９
条

の
３

第
１

０
項

」

「
全

て
」

「
第

９
条

「
第

９
条

「
第

「
第



様
式
第
３
１
号
の
２
（
第
１
６
条
関
係
）
 

(
表
面
) 

熱
回
収
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
者
認
定
申
請
書
  
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
（
宛
先
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
埼
玉
県
知
事
 

住
 
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 印
 
 

電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
 

事
務

所
の

所
在

地
及

び
代

表
者

の
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
第

９
条

の
２

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

一
般

廃
棄

物
の

熱
回

収
施

設
設

置
者

と
し

て
認

定
を

受
け

た
い

の
で

、
関

係
書

類
及

び
図

面
を

添
え

て
申

請
し

ま
す
。
 

熱
回

収
施

設
の

設
置

場
所
 

 

許
可

の
年

月
日

及
び

許
可

番
号
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
第
 
 
 
号
 

熱
回

収
に

必
要

な

設
備

に
関

す
る

事

項
 

設
備
の
種
類
及
び
能
力
 

 

△
設

備
の

位
置

、
構

造
等

の
設
置
に
関
す
る
計
画
 

別
紙
の
と
お
り
 

△
設

備
の

維
持

管
理

に
関

す
る
計
画
 

別
紙
の
と
お
り
 

熱
回

収
の

内
容

に

関
す
る
計
画
 

熱
回

収
施

設
に

お
い

て
処

分
す

る
一

般
廃

棄
物

の
種

類
 

 

熱
回
収
の
方
法
 

 

熱
回
収
率
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

※
認

定
の

年
月

日
及

び
認

定
番

号
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
第
 
 
 
号
 

※
 
事
務
処
理
欄
 

 
 

 



（
裏
 
面
）
 

備
考
 

 
１
 
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

 
２

 
設

備
の

種
類

に
つ

い
て

は
、

ボ
イ

ラ
ー

、
発

電
機

又
は

熱
交

換
器

の
別

を
記

入
す

る
こ

と
。
 

 
３

 
設

備
の

能
力

に
つ
い
て

は
、

ボ
イ

ラ
ー

の
最

大
蒸
発

量
（

ト
ン

／
時

）
、

発
電
機
の

出
力

（
キ

ロ
ワ

ッ
ト

）
又

は
熱

交
換

器
の

能
力

（
キ

ロ
ジ

ュ
ー

ル
／

時
、

複
数

あ
る

場
合

は
そ

れ
ぞ
れ
の
能
力
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
４

 
△

印
の

欄
の

別
紙

に
つ

い
て

は
、

で
き

る
限

り
図

面
、

表
等

を
利

用
す

る
こ

と
と

し
、

か
つ
、
次
の
図
面
等
を
含
む
こ
と
。
 

 
⑴

 
設

備
の

位
置

、
構

造
等

の
設

置
に

関
す

る
計

画
に

つ
い

て
は

、
熱

回
収

に
必

要
な

設

備
の

位
置

及
び

構
造

並
び

に
熱

回
収

に
よ

り
得

ら
れ

る
熱

量
及

び
そ

の
熱

を
電

気
に

変

換
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
電

気
の

量
を

把
握

す
る

た
め

に
必

要
な

装
置

の
位

置
を

示

す
図
 

 
⑵

 
設

備
の

維
持

管
理

に
関

す
る

計
画

に
つ

い
て

は
、

ボ
イ

ラ
ー

、
発

電
機

又
は

熱
交

換

器
に

つ
い

て
の

維
持

管
理

に
関

す
る

計
画

並
び

に
熱

回
収

に
よ

り
得

ら
れ

る
熱

量
及

び

そ
の

熱
を

電
気

に
変

換
す

る
場

合
に

お
け

る
当

該
電

気
の

量
を

把
握

す
る

た
め

に
必

要

な
装
置
の
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
に
行
う
定
期
的
な
点
検
、
補
修
等
の
計
画
 

 
５

 
熱

回
収

の
方

法
に

つ
い

て
は

、
発

電
若

し
く

は
発

電
以

外
の

熱
利

用
又

は
こ

れ
ら

の
併

用
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
６

 
熱

回
収

率
に

つ
い

て
は

、
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

５
条

の
５

の
５

第
１

項
第

４
号

ハ
の

算
式

に
よ

り
算

定
し

た
年

間
の

熱
回

収
率

を
記

入
す

る
こ

と
。
 

 
７
 
正
本
１
通
及
び
副
本
１
通
を
提
出
す
る
こ
と
。
 

 ※
手
数
料
欄
 

  



様
式
第
３
１
号
の
３
（
第
１
６
条
関
係
）
 

熱
回
収
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
休
廃
止
等
届
出
書
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

（
宛
先
）
 

埼
玉
県
 
 
環
境
管
理
事
務
所
長
 

 

住
 
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 印
 
 

電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
 

事
務

所
の

所
在

地
及

び
代

表
者

の
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
熱

回
収

施
設

を
休

廃
止

等
し

た
の

で
、

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

５
条

の
５
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
。
 

熱
回

収
施

設
の

設
置

場
所
 

 

認
定

の
年

月
日

及
び

認
定

番
号
 

 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
第
 
 
 
 
号
 

熱
回

収
を

行
わ

な
く

な
っ
た
と
き
 

理
由
 

 

年
月
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

廃
止

、
休

止
又

は
再

開
を
し
た
と
き
 

理
由
 

(
廃
止
・
休
止
・
再
開
の
別
) 

 

年
月
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

熱
回

収
に

必
要

な
設

備
を
変
更
し
た
と
き
 

変
更

の

内
容
 

  

理
由
 

 

年
月
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

※
事

務
処

理
欄
 

 

備
考
 
１
 
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。
 

２
 
「
変
更
の
内
容
」
欄
の
記
入
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
図
面
、
表
等
を
利
用
す
る
こ
と

と
し

、
同

欄
に

そ
の

記
載

事
項

の
全

て
を

記
入

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
と

き
は

、
同

欄
に

「
別
紙
の
と
お
り
」
と
記
入
し
、
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

３
 
変
更
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
内
容
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
。
 

  



様
式
第
３
１
号
の
４
（
第
１
６
条
関
係
）
 

熱
回
収
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
熱
回
収
報
告
書
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

（
宛
先
）
 

埼
玉
県
 
 
環
境
管
理
事
務
所
長
 

 

住
 
 
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 印
 
 

電
話
番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
 

事
務

所
の

所
在

地
及

び
代

表
者

の
氏

名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

５
条

の
５

の
１

１
の

規
定

に
よ

り
、

熱
回

収
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
ま
す
。
 

認
定

の
年

月
日

及
び

認
定

番
号
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

第
 

 
 

号
 
 

 
年

４
月

１
日

か
ら

 
 

 
 

年
３

月
３
１
日
ま
で
の
年
間
の
熱
回
収
率
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％
 

備
考
 
１
 
熱
回
収
率
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５
条
の

５
の
５
第
１
項
第
４
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
年
間
の
熱
回
収
率
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
２
 
熱
回
収
率
の
算
定
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

 



 

様
式
第
三
十
二
号
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
第
９
条
の
３
第
７
項
」
を
「
第
９
条
の 

「
あ

て
先

」
「

第
９

条
の

３
第

７
項

」
「

宛
先

」
「

第
９

条
の

３
第
８
項
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
３
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

「
す

べ
て

」
「

全
て

」
３

第
８

項
」

 
様
式
第
三
十
三
号
（
第
一
面
）
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
（
第
二
面
）
中 

「
宛

先
」

「
あ

て
先

」

「
同
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
様
式
（
第
三
面
）
の
備
考
２
中
「
す 

「
同

法
第

７
条

第
５

項
第

４
号

リ
に

規
定

す
る

」
「
す

 
 

 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

べ
て

」
「

全
て

」

 

様
式
第
三
十
四
号
（
第
一
面
）
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
改
め
、
同
様
式
（
第
二
面
）
及 

「
宛

先
」

「
あ

て
先

」

び
同
様
式
（
第
三
面
）
中
「
同
法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
様
式
（
第 

「
同

法
第

７
条

第
５

項
第

４
号

リ
に

規
定

す
る

」

四
面
）
の
備
考
３
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

「
全

て
」

「
す

べ
て

」

 

様
式
第
三
十
六
号
（
表
面
）
中
「
あ
て
先
」
を
「
宛
先
」
に
、
「
第
１
５
条
の
２
の
４
」
を
「
第 

「
第

１
５

条
の

２
の

４
」

「
宛

先
」

「
あ

て
先

」
「

第

１
５
条
の
２
の
５
」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
２
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

「
す

べ
て

」
１

５
条

の
２

の
５

」
「

全
て

」

 

様
式
第
三
十
七
号
中
「
第
１
５
条
の
２
の
４
」
を
「
第
１
５
条
の
２
の
５
」
に
改
め
る
。 

「
第

１
５

条
の

２
の

４
」

「
第

１
５

条
の

２
の

５
」

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
三
十
三
号

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
管
理
規
則

第
一
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
」
を
削
り
、
「
第
五
条
」

を
「
第
二
条
及
び
第
十
四
条
」
に
、
「
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
」
を
「
管
理
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
」
を
「
管
理
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す

る
。第

四
条
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
し
、
同
条
の
次

に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
利
用
料
金
の
納
期
限
）

第
十
一
条

利
用
料
金
（
貸
事
務
室
及
び
駐
車
場
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
納
期
限
は
、
知
事

の
承
認
を
得
て
、
指
定
管
理
者
が
定
め
る
。

２

貸
事
務
室
及
び
指
定
駐
車
場
の
利
用
料
金
は
、
そ
の
利
用
を
す
る
月
の
前
月
の
十
五
日
ま
で

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

駐
車
場
（
指
定
駐
車
場
を
除
く
。
）
の
利
用
料
金
の
納
期
限
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定

め
る
。

（
利
用
料
金
の
減
免
承
認
の
申
請
）

第
十
二
条

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
に

つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
号
の
利
用
料
金
減
額
（
免
除
）

承
認
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
料
金
の
返
還
の
額
等
）

第
十
三
条

条
例
第
二
十
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金
の
返
還
の
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

条
例
第
二
十
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
と
き

既
納
の
利
用
料
金
の
全
額



二

条
例
第
二
十
三
条
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き

既
納
の
利
用
料
金
の
金
額
の
百
分
の
七
十

に
相
当
す
る
金
額

２

条
例
第
二
十
三
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
日
は
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
利

用
に
係
る
許
可
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
前
九
十
日
と
す

る
。

３

条
例
第
二
十
三
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
の
取
消
し
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
第
二
条
第
五
項
の
許
可
書
を
添
え
て
、
様
式
第
八
号
の
利
用
許
可
取
消
申
出
書
を
指

定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
附
属
設
備
の
利
用
料
金
）

第
九
条

条
例
別
表
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
上
限
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
一
条
の

次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
利
用
の
許
可
手
続
）

第
二
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
第
三
項
及

び
第
四
項
に
お
い
て
「
利
用
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
一
号
の
利
用
申
請
書
を
知
事

（
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
指
定
管
理
者
に
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行

わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
指
定
管
理
者
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
前
段
の
利
用
申
請
書
の
提
出
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
利
用
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

多
目
的
ホ
ー
ル
、
屋
外
広
場
、
配
膳
室
及
び
控
室
並
び
に
こ
れ
ら
の
附
属
設
備
の
利
用

利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
十
二
月
前
の
月
の
初
日
か
ら
利
用
を
開
始
し

よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
の
期
間
（
多
目
的
ホ
ー
ル
の
全
て
と
屋
外
広
場
と
を
あ
わ
せ

て
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
二
十
四
月

前
の
月
の
初
日
か
ら
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
の
期
間
）

二

貸
事
務
室
及
び
指
定
駐
車
場
の
利
用

利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す
る
月
の
六

月
前
の
月
の
初
日
か
ら
利
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
月
前
ま
で
の
期
間

３

貸
事
務
室
の
利
用
に
係
る
第
一
項
の
利
用
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
用
申
請
者
を
特
定
す
る
た
め
の
書
類
で
、
次
に
掲
げ
る
利
用
申
請
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の

イ

個
人

住
民
票
の
写
し



ロ

法
人

登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款

二

利
用
申
請
者
の
財
務
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
で
、
次
に
掲
げ
る
利
用
申
請
者
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の

イ

個
人

直
近
の
所
得
税
の
青
色
申
告
書
の
写
し
又
は
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書

類
ロ

法
人

直
近
の
決
算
期
分
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
決
算
関
係
書
類

三

直
近
の
住
民
税
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
民
税
）
の
納
税
証
明
書

四

事
業
の
目
的
及
び
内
容
、
経
営
の
方
針
等
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
申
請
者
は
、

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
期
間
の
前
に
利
用
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
変
更
の
許
可
は
、
様
式
第
二
号
の
許
可
書
を

交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６

駐
車
場
（
指
定
駐
車
場
を
除
く
。
）
の
利
用
の
許
可
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第

五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

（
特
別
の
設
備
等
の
承
認
）

第
三
条

利
用
権
利
者
が
、
当
該
施
設
等
に
特
別
の
設
備
を
し
、
又
は
備
付
け
の
物
品
以
外
の
物

品
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
の
報
告
）

第
四
条

貸
事
務
室
の
利
用
権
利
者
は
、
事
業
年
度
（
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項

の
事
業
年
度
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
終
了
後
三
月
以
内
に
、
当
該
事
業

年
度
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
、
知
事
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貸
事
務
室
等
の
許
可
の
期
間
の
更
新
）

第
五
条

条
例
第
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
の
許
可

の
期
間
が
満
了
す
る
日
の
三
月
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
様
式
第
三
号
の
利

用
更
新
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
を
行
う
者
の
財
務
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
で
、
次
に
掲
げ
る
当
該
申
請
を

行
う
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の

イ

個
人

直
近
の
所
得
税
の
青
色
申
告
書
の
写
し
又
は
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
書

類
ロ

法
人

直
近
の
決
算
期
分
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
決
算
関
係
書
類

二

直
近
の
住
民
税
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
民
税
）
の
納
税
証
明
書

三

事
業
の
目
的
及
び
内
容
、
経
営
の
方
針
等
を
記
載
し
た
事
業
計
画
書



四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
貸
事
務
室
の
利
用
中
止
の
申
出
）

第
六
条

貸
事
務
室
の
利
用
権
利
者
が
、
利
用
の
許
可
を
受
け
た
期
間
（
条
例
第
五
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
更
新
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
の
期
間
）
の
満
了
日
前
に
利
用
を
中

止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
利
用
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
月
前
ま
で
に
様
式
第
四

号
の
利
用
中
止
申
出
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
九
条
関
係
）

設
備

舞
台

名

称

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

ス
ク
リ
ー
ン

ホ
リ
ゾ
ン
ト
幕

移
動
式
ロ
ー
ル
バ
ッ
ク
チ
ェ
ア

展
示
用
パ
ネ
ル

案
内
板

ス
タ
ッ
キ
ン
グ
チ
ェ
ア

長
机

卓
上
照
明

ス
テ
ー
ジ
階
段

移
動
式
ス
テ
ー
ジ

県
旗

国
旗

司
会
者
台

花
台

講
演
台

金
び
ょ
う
ぶ

同一
式

一
張

一
台

一
枚

一
台

一
脚

同同一
台

一
式

同一
枚

同同一
台

一
双

単
位

二
〇
〇

一
二
、
一
〇
〇

一
、
四
〇
〇

一
三
、
〇
〇
〇

四
〇
〇

二
〇
〇

一
〇
〇

三
〇
〇

三
〇
〇

五
〇
〇

一
、
九
〇
〇

六
〇
〇

六
〇
〇

六
〇
〇

五
〇
〇

八
〇
〇

六
、
七
〇
〇

（
一
日
に
つ
き
）

利
用
料
金
の
上
限
額
（
円
）



第
４

条
関

係
第

１
０

条
関

係
あ

て
先

様
式
第
二
号
中
「
（

）
」
を
「
（

）
」
に
、
「

」
を
「
宛

設
備

映
像

設
備

照
明

設
備

音
響

Ｈ
Ｄ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
小
）

Ｈ
Ｄ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
（
大
）

ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
（
二
・
四
キ

ロ
ワ
ッ
ト
）

ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト
（
二
・
四

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
〇
・
七
五
キ
ロ
ワ
ッ

ト
）

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
〇
・
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

蛍
光
灯
フ
ラ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
〇
・
二
八
八

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ム
ー
ビ
ン
グ
ラ
イ
ト
（
〇
・
一
五

キ
ロ
ワ
ッ
ト
）

Ｌ
Ｅ
Ｄ
パ
ー
ラ
イ
ト
（
〇
・
〇
六
キ
ロ
ワ

ッ
ト
）

照
明
操
作
卓
（
ワ
ゴ
ン
型
）

照
明
操
作
卓
（
デ
ス
ク
型
）

ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

エ
ア
モ
ニ
タ
マ
イ
ク

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
マ
イ
ク

ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク

音
響
ワ
ゴ
ン

周
辺
機
器
ワ
ゴ
ン
（
映
像
）

周
辺
機
器
ワ
ゴ
ン
（
音
響
）

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ワ
ゴ
ン

音
響
調
整
卓

同一
式

同同同同同同同同一
台

同一
式

一
台

同同同一
本

同同同同一
式

二
一
、
〇
〇
〇

五
二
、
五
〇
〇

一
、
一
〇
〇

一
、
七
〇
〇

七
〇
〇

六
〇
〇

五
〇
〇

五
〇
〇

八
〇
〇

一
、
一
〇
〇

六
〇
〇

四
、
三
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇

四
〇
〇

一
〇
〇

七
〇
〇

五
〇
〇

七
〇
〇

三
、
六
〇
〇

三
、
四
〇
〇

一
、
一
〇
〇

九
、
七
〇
〇

八
、
三
〇
〇

宛



先
□ 印

○印

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様

式
を
加
え
る
。



様式第７号（第１２条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設多目的ホール等利用料金減額（免除）承認申請書

第 号

年 月 日

（宛先）

埼玉県知事

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者 □印

次のとおり利用料金の減額（免除）の承認を受けたいので申請します。

減額（免除）の対象となる利

用申請者の住所及び氏名

住 所

氏 名

減額（免除）の対象となる利

用内容、日時及び利用料金

利 用 内 容

日 時

利 用 料 金

減額（免除）の承認を受けよ

うとする金額

減額（免除）の承認を受けよ

うとする理由



様式第８号（第１３条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設多目的ホール等利用許可取消申出書

申出日 年 月 日

（宛先）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者

年 月 日付け第 号で許可のあった利用について、次のとおり許可の取消しを

受けたいので申し出ます。

申 請 者

（ 主 催 者 ）

住所 〒

氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）

○印

利用責任者氏名（代表者と異なる場合に御記入ください。）

電話番号 ＦＡＸ 電子メール

催 物 の 名 称

申 出 の 理 由

特 記 事 項



第
２

条
関

係
第

７
条

関
係

あ
て

先
宛

先

様
式
第
一
号
中
「
（

）
」
を
「
（

）
」
に
、
「

」
を
「

」

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
し
、
同
様
式
の
前
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。



様式第１号（１）（第２条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設多目的ホール等利用（利用変更）申請書

申請日 年 月 日

（宛先）

埼玉県知事

（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者）

次のとおり利用（利用変更）したいので申請します。

申 請 者

（ 主 催 者 ）

住所 〒

氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）

○印

利用責任者氏名（代表者と異なる場合に御記入ください。）

電話番号 ＦＡＸ 電子メール

利 用 内 容

（ 催 事 名 ）

入場予定人数（１日当たり）

人

利 用 日 時 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

利 用 施 設

附 属 設 備 別紙 入場方法
□一般公開 □入場券等（□有料 □無料） □非公開

□その他（ ）

ウェブサイト

掲載の可否

□ 可

□ 不可
広報担当者

□主催者 □利用責任者

□その他（下記へ記入）

氏名 電話番号

特 記 事 項

※受付番号

※受付日 年 月 日

※受付者



様式第１号（２）（第２条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設貸事務室利用（利用変更）申請書

申請日 年 月 日

（宛先）

埼玉県知事

（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者）

次のとおり利用（利用変更）したいので申請します。

申 請 者

住所 〒

氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）

○印

電話番号 ＦＡＸ 電子メール

利 用 目 的

利用を希望する施設 駐車場 区画

利 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

利 用 予 定 人 数 人

特 記 事 項

※受付番号

※受付日 年 月 日

※受付者



様式第２号（１）（第２条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設多目的ホール等利用（利用変更）許可書

（申請日 年 月 日）

申 請 者

（ 主 催 者 ）

住所 〒

氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）

利用責任者氏名

電話番号 ＦＡＸ 電子メール

利 用 内 容

（ 催 事 名 ）

入場予定人数（１日当たり）

人

利 用 日 時 年 月 日（ ） 時 ～ 年 月 日（ ） 時

利 用 施 設

附 属 設 備 別紙 入場方法
□一般公開 □入場券等（□有料 □無料） □非公開

□その他（ ）

ウェブサイト

掲載の可否

□ 可

□ 不可
広報担当者

□主催者 □利用責任者

□その他（下記へ記入）

氏名 電話番号

特 記 事 項

上記のとおり多目的ホール等の利用（利用変更）を許可します。

年 月 日

埼玉県知事 □印

（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者）

許可番号 第 号

※受付番号

※受付日 年 月 日

※受付者



様式第２号（２）（第２条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設貸事務室利用（利用変更）許可書

（申請日 年 月 日）

住所

氏名・団体名

代表者名

電話番号

利 用 目 的

利用を許可する施設
指 定

駐 車 場

利 用 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

利 用 の 条 件

特 記 事 項

上記のとおり利用（利用変更）を許可します。

年 月 日

埼玉県知事 □印

（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者）

許可番号 第 号

※受付番号

※受付日 年 月 日

※受付者



様式第３号（第５条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設貸事務室利用更新申請書

申請日 年 月 日

（宛先）

埼玉県知事

（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者）

次のとおり利用許可期間を更新したいので申請します。

申 請 者

住所 〒

氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）

○印

電話番号 ＦＡＸ 電子メール

更 新 理 由

利用の許可を受けて

いる施設

既 利 用 許 可 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

更 新 希 望 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

更新に併せて変更し

ようとする内容

※受付番号

※受付日 年 月 日

※受付者



様式第４号（第６条関係）

埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設貸事務室利用中止申出書

申出日 年 月 日

（宛先）

埼玉県知事

（埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者）

次のとおり利用を中止したいので申し出ます。

申 請 者

住所 〒

氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）

○印

電話番号 ＦＡＸ 電子メール

利用の許可を受けて

いる施設

利用を中止しようと

する日
年 月 日

利用を中止しようと

する理由

特 記 事 項

※受付番号

※受付日 年 月 日

※受付者



附

則

こ
の
規
則
は
、
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
ふ
れ
あ
い
拠
点
施
設
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



規 
 

則 

 
埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

基
本
手
当
の
月
額
は
、
支
給
対
象
者
の
居
住
す
る
地
域
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
級
地 

区
分
（
別
表
に
規
定
す
る
級
地
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
（
二
十
歳
未
満
の
支
給
対
象
者
に
あ
つ
て
は
、
十
万
九
千
四
百
三
十
円
）

と
す
る
。 

 

一 

一
級
地 

 
 

十
三
万
三
千
六
百
十
円 

 

二 

二
級
地 

 
 

十
二
万
千
八
百
三
十
円 

 

三 

三
級
地 

 
 

十
万
九
千
四
百
三
十
円 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
訓
練
を
受
け
る
月
の
日
数
が
三
十
一
日
に
満
た
な
い
月 

の
基
本
手
当
の
月
額
は
、
三
十
一
日
か
ら
当
該
月
の
日
数
を
減
じ
た
日
数
に
、
支
給
対
象
者
の

居
住
す
る
地
域
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
級
地
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
二

十
歳
未
満
の
支
給
対
象
者
に
あ
つ
て
は
、
三
千
五
百
三
十
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
前
項
に
規

定
す
る
額
か
ら
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

一 

一
級
地 

 
 

四
千
三
百
十
円 

 

二 

二
級
地 

 
 

三
千
九
百
三
十
円 

 

三 

三
級
地 

 
 

三
千
五
百
三
十
円 

 

第
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
対
象
者
が
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
基
本

手
当
の
月
額
は
、
当
該
月
の
初
日
か
ら
二
十
歳
に
達
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
に
三
千
五
百

三
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
二
十
歳
に
達
し
た
日
か
ら
当
該
月
の
末
日
ま
で
の
日
数
に
、
そ

の
居
住
す
る
地
域
に
よ
り
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
級
地
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。 

５ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
期
間
、
支
給
対
象
者
が
月

の
途
中
か
ら
職
業
訓
練
を
開
始
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
月
の
初
日
か
ら
当
該
職
業
訓
練
を

埼
玉
県
規
則
第
三
十
四
号



開
始
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
又
は
支
給
対
象
者
が
月
の
途
中
で
職
業
訓
練
を
終
了
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
職
業
訓
練
を
終
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
当
該
月
の
末
日
ま
で
の
期
間
が

あ
る
月
の
基
本
手
当
の
月
額
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
の
日
数
に
、
そ
の
居
住
す
る
地
域
に
よ
り
、

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
級
地
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
二
十
歳
未
満
の
支
給
対

象
者
に
あ
つ
て
は
、
三
千
五
百
三
十
円
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
前
三
項
に
規
定
す
る
額
か
ら
減

じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

                            

様
式
第
三
号
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

に
、 

「
あ

て
先

」
「

宛
先

」

「
あ

て
先

」
「

宛
先

」

 
 

寄
 

宿
 

手
 

当
 

 
 

通
 

所
 

手
 

当
 

 
 

受
 

講
 

手
 

当
 

 
 

 
 

基
 

本
 

手
 

当
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

日
 

 
 

 
 

寄
 

宿
 

手
 

当
 

 
 

通
 

所
 

手
 

当
 

 
 

受
 

講
 

手
 

当
 

 
 

基
 

本
 

手
 

当
 

    

 

「
 」

 

「
 

  額
 

数
 

額
 

数
 

額
 

額
 

数
 

額
 

額
 

数
 

円
 

 
 

当
 

月
 

請
 

求
 

額
 

 

円
 

日
 

円
 

日
 

円
 

円
 

日
 

円
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
 

を 



                
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

請
  

求
  

額
 

支
給

対
象

日
数

 

月
 

 
 

 
額

 

請
 

 求
 

 額
 

支
給

対
象

日
数

 

月
 

 
 

 
額

 

請
 

 求
 

 額
 

支
給

対
象

日
数

 

日
 

 
 

 
額

 

請
 

 求
 

 額
 

支
給

対
象

日
数

 

月
 

 
 

 
額

 

円
 

 
 

当
 

月
 

請
 

求
 

額
 

 

円
 

日
 

円
 

円
 

日
 

円
 

円
 

円
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

日
 

円
 

 
」

 
に
改
め
る
。 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
「
、
知
事
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「（
以
下
「
建
築
設
備
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
及

び
」
の
下
に
「
昇
降
機
以
外
の
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
工
作
物
」
を
加
え
、
同

項
第
一
号
中
「
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
令
第
百
三
十
八
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
工
作
物
」

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
工
作
物
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
含

む
。）」
の
下
に
「
又
は
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
六
条
の
十
一
」
を
、
「
基
準
時
」
の
下
に
「
（
令
第
百

三
十
七
条
又
は
条
例
第
五
十
六
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
時
を
い
う
。
）
」
を

加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 

五 

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま 

 
 

で
又
は
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に 

 
 

基
づ
く
制
限
の
緩
和
の
適
用
を
受
け
る
工
作
物 

様
式
第
八
号
の
二
の
調
書
並
び
に
基
準
時 

 
 

（
令
第
百
三
十
七
条
に
規
定
す
る
基
準
時
を
い
う
。）
に
お
け
る
工
作
物
の
配
置
図
及
び
平 

 
 

面
図
又
は
横
断
面
図 

第
六
条
の
二
中
「
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
五
第
三
項
中
「
知
事
又
は
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
の
見
出
し
を
「（
道
路
位
置
指
定
の
申
請
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
道
路
の
」
を

「
規
定
に
よ
る
道
路
の
」
に
改
め
、
「
指
定
」
の
下
に
「
（
以
下
「
道
路
位
置
指
定
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
道
路
等
の
指
定
の
公
告
及
び
通
知
） 

第
七
条
の
二 

知
事
は
、
条
例
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
次
に

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号



掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
一 

指
定
に
係
る
道
路
の
種
類 

 
二 

指
定
の
年
月
日 

 

三 
指
定
に
係
る
道
路
の
位
置 

 

四 

指
定
に
係
る
道
路
の
延
長
及
び
幅
員 

２ 

知
事
は
、
条
例
第
五
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
水
平
距
離
の
指
定
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
水
平
距
離
指
定
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る

も
の
と
す
る
。 

一 

水
平
距
離
指
定
の
年
月
日 

 

二 

水
平
距
離
指
定
に
係
る
道
路
の
部
分
の
位
置 

 

三 

水
平
距
離
指
定
に
係
る
道
路
の
部
分
の
延
長 

 

四 

水
平
距
離
指
定
に
係
る
水
平
距
離 

３ 

知
事
は
、
前
条
の
申
請
に
基
づ
い
て
道
路
位
置
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
様
式
第
九

号
の
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
道
路
位
置
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
の
申
請
） 

第
八
条 

道
路
位
置
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
一
号
の
申

請
書
に
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
様
式
第
十
号
の
道
路
位
置
図
を
添
え
て
建
築

安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
道
路
等
の
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
の
公
告
及
び
通
知
） 

第
八
条
の
二 

知
事
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
二
項
若
し
く
は

第
四
項
若
し
く
は
第
六
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
条
例
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
若

し
く
は
第
五
号
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
」
と

い
う
。）
の
変
更
又
は
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
に
係
る
道
路
の
種
類 

 

二 

指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
の
年
月
日 

 

三 

指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
に
係
る
道
路
の
位
置 

 

四 

指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
に
係
る
道
路
の
延
長
及
び
幅
員 

２ 

知
事
は
、
法
第
四
十
二
条
第
三
項
又
は
条
例
第
五
十
六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
水
平

距
離
の
指
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
水
平
距
離
指
定
」
と
い
う
。
）
の
変
更
又
は
取
消
し

を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

水
平
距
離
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
の
年
月
日 

 

二 

水
平
距
離
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
に
係
る
道
路
の
部
分
の
位
置 



 

三 

水
平
距
離
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
に
係
る
道
路
の
部
分
の
延
長 

 
四 

変
更
前
及
び
変
更
後
の
水
平
距
離
指
定
に
係
る
水
平
距
離 

３ 
知
事
は
、
前
条
の
申
請
に
基
づ
い
て
道
路
位
置
指
定
の
変
更
又
は
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
様
式
第
十
一
号
の
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
知
事
（
条
例
第
十
三
条
た
だ
し
書
の
認
定
以
外
の
認
定
に
あ
つ
て
は
、

建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
）
」
を
「
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
知

事
又
は
」
を
削
る
。 

 

第
十
四
条
、
第
十
五
条
の
二
及
び
第
十
五
条
の
三
中
「
知
事
」
を
「
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
」

に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
建
築
主
等
の
変
更
届
） 

第
十
六
条 

建
築
主
事
の
確
認
を
受
け
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物
の
工
事
の
完
了
前
に

建
築
主
、
建
築
設
備
の
設
置
者
又
は
工
作
物
の
築
造
主
（
以
下
「
建
築
主
等
」
と
い
う
。）
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
建
築
主
等
と
な
つ
た
者
は
、
様
式
第
十
五
号
の
名
義
変
更
届

に
確
認
済
証
を
添
え
て
速
や
か
に
建
築
主
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
を
受
け
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物
の
工
事
の
完
了
前

に
建
築
主
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
建
築
主
等
と
な
つ
た
者
は
、
様
式
第
十
五
号

の
名
義
変
更
届
に
確
認
済
証
を
添
え
て
速
や
か
に
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
（
令
第
百
四
十
六

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
設
備
若
し
く
は
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

に
掲
げ
る
建
築
設
備
又
は
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
若
し
く
は
同
条
第
三
項
第
四
号
に

掲
げ
る
工
作
物
に
あ
つ
て
は
、
知
事
。
次
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
七
条
の
二
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
工
事
監
理
者
等
の
決
定
届
等
） 

第
十
六
条
の
二 

建
築
主
は
、
建
築
主
事
の
確
認
を
受
け
た
建
築
物
の
工
事
監
理
者
又
は
工
事
施

工
者
を
定
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
十
六
号
の
届
出
書
を
建
築
主
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
設
備
の
設
置
者
又
は
工
作
物
の
築
造
主
は
、
建
築
主
事
の
確
認
を
受
け
た
建
築
設
備
又

は
工
作
物
の
工
事
施
工
者
を
定
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
十
六
号
の
二
の
届
出
書
を
建

築
主
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

建
築
主
は
、
建
築
主
事
又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
を
受
け
た
建
築
物
の
工
事
監
理
者

又
は
工
事
施
工
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第
十
六
号
の
届
出
書
を
建
築
安
全
セ

ン
タ
ー
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

建
築
設
備
の
設
置
者
又
は
工
作
物
の
築
造
主
は
、
建
築
主
事
又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
の
確



認
を
受
け
た
建
築
設
備
又
は
工
作
物
の
工
事
施
工
者
を
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
様
式
第

十
六
号
の
二
の
届
出
書
を
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
工
事
取
り
や
め
届
等
） 

第
十
七
条 
建
築
主
等
は
、
建
築
主
事
の
確
認
を
受
け
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物
の
工

事
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
様
式
第
十
七
号
の
工
事
取
り
や
め
届
に
確
認
済
証
を
添
え
て
速
や

か
に
建
築
主
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

建
築
主
等
は
、
指
定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
を
受
け
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物
の

工
事
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
様
式
第
十
七
号
の
工
事
取
り
や
め
届
に
確
認
済
証
を
添
え
て
速

や
か
に
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

知
事
又
は
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
か
ら
建
築
物
又
は
工
作
物
に
係
る
許
可
又
は
認
定
を
受

け
た
者
は
、
当
該
建
築
物
又
は
工
作
物
の
工
事
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
様
式
第
十
七
号
の
工

事
取
り
や
め
届
に
許
可
通
知
書
又
は
認
定
通
知
書
を
添
え
て
速
や
か
に
知
事
（
建
築
安
全
セ
ン

タ
ー
所
長
か
ら
許
可
又
は
認
定
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
）
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

確
認
、
完
了
検
査
、
中
間
検
査
、
承
認
、
道
路
位
置
指
定
、
道
路
位
置
指
定
の
変
更
若
し
く

は
取
消
し
、
許
可
、
認
定
又
は
認
可
の
申
請
（
指
定
確
認
検
査
機
関
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。）

を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
号
の
申
請
取
下
届
を
建
築
主
事
又
は
建
築
安
全

セ
ン
タ
ー
所
長
（
知
事
か
ら
許
可
又
は
認
定
を
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
知
事
）
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
指
定
確
認
検
査
機
関
の
建
築
主
等
の
変
更
等
の
報
告
） 

第
十
七
条
の
二 

指
定
確
認
検
査
機
関
は
、
自
ら
が
確
認
し
た
建
築
物
、
建
築
設
備
又
は
工
作
物

の
建
築
主
等
、
工
事
監
理
者
若
し
く
は
工
事
施
工
者
の
変
更
又
は
工
事
の
取
り
や
め
の
届
出
又

は
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
又
は
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十

六
条
第
二
項
、
第
十
六
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

第
十
八
条
中
「
前
二
条
」
を
「
第
十
六
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
中
「
処
分
等
の
概
要
書
」
の
下
に
「
（
第
二
号
に
お
い
て
「
処
分
等
概
要
書
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
「
以
下
」
を
「
第
一
号
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、

「
工
作
物
、
昇
降
機
又
は
建
築
設
備
」
を
「
建
築
設
備
又
は
工
作
物
」
に
、「
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー

所
長
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同



条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
一 

建
築
計
画
概
要
書
等
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 
二 

令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
設
備
に
係
る
処
分
等
概
要
書
若
し
く
は

第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
設
備
に
係
る
定
期
検
査
報
告
概
要

書
若
し
く
は
処
分
等
概
要
書
又
は
令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
係
る

定
期
調
査
報
告
概
要
書
、
定
期
検
査
報
告
概
要
書
若
し
く
は
処
分
等
概
要
書
若
し
く
は
同
条

第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
工
作
物
に
係
る
築
造
計
画
概
要
書
若
し
く
は
処
分
等
概
要
書 

知 

 
 

事 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
知
事
」
に
、「
に
よ
り
」
を
「
に
よ
る
」

に
、「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
」

の
下
に
「
（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
、
知
事
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
に

よ
り
」
を
「
に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
九
号
（
そ
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」

を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
           

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
（
そ
の
一
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

「 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

   
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
（
そ
の
二
）
中
「 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

」
に
、
「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
第

７
条

関
係

）
 

（
第

７
条

の
２

関
係

）
 

（
第

７
条

関
係

）
 

（
第

７
条

、
第

８
条

関
係

）
 

廃
止

）
 

取
消

し
）

 

道
 

路
 

変
 

更
（

廃
止

）
申

 
請

 
書

 

指
定

の
変

更
（

取
消

し
）

申
請

書
 

道
路

位
置

 

「
指

定
に

係
る

道
路

を
変

更
（

廃
止

）
し

た
い

」
 

定
に

よ
る

道
路

の
位

置
の

指
定

の
変

更
（

取
消

し
）

を
受

け
た

い
 

指
定

を
変

更
し

た
（

取
り

消
し

た
）

 
位

置
の

指
定

の
変

更
（

取
消

し
 

を
し

た
 

道
 路

 の
 位

 置
 の

 指
 定

・
変

 更
・

廃
 止

 台
 帳

 

第
８

条
第

１
項

 

第
８

条
 

 
「

の
変

更
（

廃
止

） 
の

位
置

の
指

定
の

変
更

（
取

消
し

）
 

（
第

８
条

関
係

）
（

第
８

条
の

２
関

係
）

 

道
 

路
 

変
 

更
（

廃
止

）
通

 
知

 
書

 
道

路
位

置
指

定
の

変
更
（

取
消

し
）
通

知
書

指
定

に
係

る
道

路
の

変
更

（
廃

止
）

規
定

に
よ

る
道

路
の

位
置

の
指

定
の

変
更

（
 

 

第
８

条
第

２
項

 
第

８
条

の
２

第
３

項
 

道
 路

 の
 位

 置
 の

 指

道
 路

 の
 位

 置
 の

 指
 定

・
変

 更
・

取
 消

 し
 台

 帳
 

規
 

 
変

更
（

廃
止

）
と

な
る

道
 

 
路

の
地

名
地

番
 

 
変

更
（

廃
止

）
と

な
る

道
 

 
路

の
概

要
 

 」
 

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
変

更
（

取
消

し
）

と
な

る
 

 
道

路
の

地
名

地
番
 

 
変

更
（

取
消

し
）

と
な

る
 

 
道

路
の

概
要
 

 」
 

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
変

更
（

廃
止

）
と

な
る

道
 

 
路

の
地

名
地

番
 

 
変

更
（

廃
止

）
と

な
る

道
 

 
路

の
概

要
 

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

規
定

に
よ

る
道

路
の

位
置

の
指

定
の

変
 

 
取

消
し

）
 

 
）

を
し

た
 



  
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

） 

」
に
改
め
る
。 

様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、「 

 
 

 
 

 
 

」 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

   
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

   

様
式
第
十
六
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

   
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

  
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
（
注
）
２
中
「 

 
」
を
「 

 

」 
 

 
 

 
 

 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
六
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

、
築

造
主

に
 

（
設

置
者

・
築

造
主

）
に

 
第

１
６

条
第

１
項

 

第
１

６
条

 
「

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
１

項
 

第
２

項
  
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第

１
６

条
関

係
）

 
（

第
１

６
条

の
２

関
係

）
 

の
決

定
（

変
更

）
報

告
書

 

「
又

は
工

事
施

工
者

」
を

「
（

工
事

 
工

者
）

」
 

第
１

６
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

報
告

し
ま

す
」

 

報
告

 
届

出
 

「（
宛

先
）

 
 

埼
玉

県
 

 
建

築
安

全
セ

ン
タ

ー
所

長
 

 
建

築
主

事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
 

変
更

（
廃

止
）

を
 

「
工

事
監

 
 

工
事

施
 

「
工

事
 

理
者

 
 

工
事

 
工

者
 

 
工

事
監

理
者

 
 

工
事

施
工

者
 の

決
定

（
変

更
）

届
出

書
 

「（
あ

て
 

 
建

築
主

 第
１

項
 

第
３

項
 

第
１

６
条

の
２

 
 

 
 

 
の

 

変
更

（
廃

止
）

と
な

る
道
 

路
の

地
名

地
番
 

変
更

（
廃

止
）

と
な

る
道
 

路
の

概
要
 

 」
 

 
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 」
 

 
変

更
（

取
消

し
）

と
な

る
 

 
道

路
の

地
名

地
番
 

 
変

更
（

取
消

し
）

と
な

る
 

 
道

路
の

概
要
 

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 」
 

 
確

認
済

証
 

 
（

許
可

・
認

定
）

 

 
確

認
済

証
交

付
 

 
（

許
可

・
認

定
）

 

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 番
 号

 

年
月

日
 

 
確

認
済

証
番

号
 

 

 
確

認
済

証
交

付
年

月
日

 
 

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
確

認
済

証
番

号
 

 

 
確

認
済

証
交

付
年

月
日

 
 

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 」

 

「
 

  

「
 

 
先

）
 

 
 

 
事

 
」

 

「
又

は
工

事
施

工
者

」
 

「
（

 
 

施
工

者
）

」
 

第
１

６
条

の
２

 
 

 
 

 
の

規
定

に
よ

り
、

届
け

出
ま

す
 

第
１

項
 

第
３

項
 

」

「
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

位
置

の
指

 

 
定

の
変

更
（

取
消

し
 

を
 



様式第１６号の２（第１６条の２関係） 

 

工事施工者の決定（変更）届出書 

                                      年  月  日   
 （宛先） 
       埼玉県知事 
 埼玉県  建築安全センター所長 
 建築主事 
                   設置者（築造主）住所 
                           氏名               ㊞  

 さきに確認を受けた次の建築設備（工作物）の工事施工者を次のとおり決定（変更）したので、埼玉  

県建築基準法施行細則第１６条の２     の規定により、届け出ます。 

工事施工者         

 氏  名 

 営業所名 

 

 郵便番号 

 所 在 地 

 

 

 建設業の許可（      ）第         号 

 

 

 

 確 認 済 証 番 号   

 確 認 済 証  
 交 付 年 月 日  

 

 設置場所又は築造場所   

 建築設備の概要又は  
 工 作 物 の 用 途  

 

 工 事 種 別   新築、増築、改築、その他（       ） 

 構 造 規 模   

 備        考   

第２項 
第４項      



 

様
式
第
十
七
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
八
号
（
そ
の
二
）
を
削
り
、
様
式
第
十
八
号
（
そ
の
一
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
八
号

と
す
る
。 

 
 

様
式
第
十
九
号
及
び
様
式
第
二
十
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

   
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所 

 

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

      

申
 

 
請

 
 

取
 

 
下

 
 

願
 

第
１

７
条

第
２

項
 

７
条

第
４

項
 

第
１

７
条

第
１

項
 

第
１

７
条

 

申
 

 
請

 
 

取
 

 
下

 
 

届
 

申
 

 
請

 
 

取
 

 
下

 
 

願
 

第
１

 

申
請

取
下

願
 

申
請

取
下

届
 

□
エ

レ
ベ

ー
タ

 
□

エ
ス

カ
レ

ー
タ

ー
□

遊
戯

施
設

 
 

 
の

他
（

 
 

 
 

 
 種

別
 

建
 

築
 

設
 

備
 

 仕
様
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
１

項
 

第
２

項
 

第
３

項
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
あ

て
先

）
 

埼
玉

県
 

 
建

築
安

全
セ

ン
タ

ー
所

長
 

「
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 

□
ｴｽｶﾚｰﾀｰ 

□
 

荷
物

専
用

 
□

遊
戯

施
設

 種
別
 

昇
降

機
  仕

様
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
 

□
エ

ス
カ

レ
ー

タ
ー

 
□

小
荷

物
専

用
昇

降
機

 
□

遊
戯

施
設

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
 

事
 

取
 

止
 

届
 

 
 

 
一

部
 

全
部

 
「

 
 

 
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
 

事
 

取
 

り
 

や
 

め
 

届
 

 
 

事
 

取
 

り
 

 
 

 
届

 
 

 

（
 

）
「

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
 一

部
 

全
部

 ）  
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

取
り

止
め

 
取

り
や

め
 

 
１

７
条

 

 
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 

先
）

 
 

 
 

 
 

 
埼

玉
県

知
事

 
埼

 
県

 
 

建
築

安
全

セ
ン

タ
ー

所
長

 

□
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 

□
ｴｽｶﾚｰﾀｰ 

□
小

荷
物

専
用

 
□

遊
戯

施
設

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
宛

先
）

 
 

 
 

 
 

 
埼

玉
県

知
埼

玉
県

 
 

建
築

安
全

セ

「
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



訓 
 

令 

 

         

本 
 

 
 

 
 

 
 

庁 
 

 
 

地 
  

域 
 

機 
  

関 
 

 
 

埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局  

 
 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局  

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
災
者
に
対
す
る
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
の
勤
務
時
間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及

び
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
訓
令
第
九
号



訓 
 

令 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
局 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県
立
教
育
機
関 

 
 

 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

 

爪 

龍
太
郎 

 
 

 

 
 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

教
育
局
等
の
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
災
者
に
対
す
る
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
の
勤
務
時
間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
及

び
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

後 

閑 
 

 

博 

 
 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
十
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
項
中
「
第
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
就
業
規
程
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
附
則
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
災
者
に
対
す
る
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
の
勤
務
時
間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
就
業
規
程

第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



管 

理 

規 

程 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
八
号 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
災
者
に
対
す
る
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
の
勤
務
時
間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、

第
四
条
、
第
六
条
か
ら
第
九
条
及
び
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
病
院

事
業
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



管

理

規

程

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者

加

藤

孝

夫

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
被
災
者
に
対
す
る
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
の
勤
務
時
間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、

第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



告 
 

示 

  
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
第
三
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日
付
け
官
報
で
告
示
さ
れ
た
平
成
二
十

二
年
国
勢
調
査
に
お
け
る
合
併
市
町
村
の
人
口
を
当
該
市
町
村
の
埼
玉
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
に

属
す
る
区
域
の
人
口
に
あ
ん
分
し
て
得
た
人
口
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

久
喜
市 

加
須
市 

合
併
市
町
村
名 

東
第
十
二
区 

（
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
） 

東
第
七
区 

（
菖
蒲
町
） 

東
第
五
区 

（
久
喜
市
） 

東
第
四
区 

（
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
） 

東
第
三
区 

（
加
須
市
） 

選 
 

 
挙 

 
 

区 
 

 

名 

（

旧

市

町

村

名

） 

六
三
、
五
〇
六 

二
〇
、
三
五
七 

七
〇
、
四
七
二 

四
六
、
六
九
七 

六
八
、
三
一
三 

あ
ん
分
し
て
得
た
人
口 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
又
は
条

例
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
不
服
申
立
て
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
納
付
若
し
く
は
納
入
に
関
す
る
期
限
の
う
ち
、
次
の
表
に
掲
げ
る
地
域
に
住
所
又
は
主
た
る

事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の
で
、
そ
の
期
限
が
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

日
以
降
に
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
取
得
税
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す

る
自
動
車
税
（
条
例
第
五
十
一
条
の
二
第
六
項
及
び
第
五
十
一
条
の
四
を
含
む
。
）
及
び
狩
猟
税

を
除
き
、
そ
の
期
限
を
別
に
告
示
で
定
め
る
期
日
ま
で
延
長
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

 

指 

定 

地 

域 

青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
福
島
県
及
び
茨
城
県 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
七
号 

 

平
成
十
五
年
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
六
号
（
埼
玉
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
の
う
ち
病
院
事

業
管
理
者
が
定
め
る
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

  

表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

身
体
検
査
（
試
験
検
査
を
除
く
。
） 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

二
、
八
三
〇
円 

 

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

四
、
〇
六
〇
円 

 

予
防
接
種 

百
日
ぜ
き
・
ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
混
合 

一
件
に
つ
き 

 
 

四
、
六
六
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ジ
フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
混
合 

 
 

 
 

 
一
件
に
つ
き 

   

四
、
七
二
〇
円 

                     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ポ
リ
オ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

三
、
一
八
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

麻
し
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

五
、
四
三
〇
円 

 

風
し
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 
 

 

五
、
五
四
〇
円 

 

日
本
脳
炎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
件
に
つ
き 

 
 

六
、
六
〇
〇
円 

 

破
傷
風 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

三
、
八
一
〇
円 

 

結
核
（
Ｂ
Ｃ
Ｇ
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

六
、
一
六
〇
円 

 

風
し
ん
麻
し
ん
混
合 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
件
に
つ
き 

 
 

八
、
八
六
〇
円 

 

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

四
、
〇
二
〇
円 

 

ム
ン
プ
ス
（
お
た
ふ
く
か
ぜ
） 

 
 

 
 

一
件
に
つ
き 

 
 

五
、
六
二
〇
円  

 

水
痘
（
水
ぼ
う
そ
う
） 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

七
、
三
七
〇
円  

 
 

 
 

 
 

 
 

                               

Ｂ
型
肝
炎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
件
に
つ
き 

 
 

五
、
七
九
〇
円 

 

肺
炎
球
菌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
件
に
つ
き 

 
 

八
、
一
九
〇
円 

 
 

肺
炎
球
菌
（
結
合
型
） 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

九
、
七
〇
〇
円 

 

Ａ
型
肝
炎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
件
に
つ
き 

 
 

七
、
二
八
〇
円 

 

狂
犬
病 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 

一
三
、
一
一
〇
円 

 

Ｈ
ｉ
ｂ
（
ヒ
ブ
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
件
に
つ
き 

 
 

七
、
九
一
〇
円 

 

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
（
子
宮
頚
が
ん
） 

 
 

一
回
に
つ
き 

 

一
四
、
四
七
〇
円 

                                                                          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
二
号 

 

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
八

十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
科
用
図
書
採
択
地
区
を
次
の
と
お
り
設
定
し
、

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

平
成
十
八
年
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
三
号
（
埼
玉
県
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
）
は
、

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

樋 

爪 

龍
太
郎 

 
 

 

 

第
十
六
採
択
地
区 

第
十
五
採
択
地
区 

第
十
四
採
択
地
区 

第
十
三
採
択
地
区 

第
十
二
採
択
地
区 

第
十
一
採
択
地
区 

第

十

採

択

地

区 

第

九

採

択

地

区 

第

八

採

択

地

区 

第

七

採

択

地

区 

第

六

採

択

地

区 

第

五

採

択

地

区 

第

四

採

択

地

区 

第

三

採

択

地

区 

第

二

採

択

地

区 

第

一

採

択

地

区 

 

名 
 

 

称

 
 

越
谷
市
、
八
潮
市
、
三
郷
市
、
吉
川
市 

春
日
部
市
、
久
喜
市
、
蓮
田
市
、
幸
手
市
、
南
埼
玉
郡
、
北
葛
飾
郡 

羽
生
市
、
加
須
市 

行
田
市 

深
谷
市
、
大
里
郡 

熊
谷
市 

本
庄
市
、
児
玉
郡 

秩
父
市
、
秩
父
郡 

東
松
山
市
、
比
企
郡 

所
沢
市
、
飯
能
市
、
狭
山
市
、
入
間
市
、
日
高
市 

川
越
市
、
富
士
見
市
、
坂
戸
市
、
鶴
ケ
島
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
入
間
郡 

鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
桶
川
市
、
北
本
市
、
北
足
立
郡 

朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市 

草
加
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
鳩
ケ
谷
市 

川
口
市 

さ
い
た
ま
市 

地 
 

 

域 
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